
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
厚
生
労
働
省

国
土
交
通
省
令
第
二
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
条
、第
七
条
第
一
項
第
五
号
、

第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住

の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





改

正

後

改

正

前

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
第
十
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
第
十
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

法
第
五
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
録
の
更
新
の
申
請
の
日
前
一

年
間
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
の
数
及
び
退
去
者
の
数

（
新
設
）

十
・
十
一

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
二

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
お
い
て
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
三

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
運
営
方
針

（
新
設
）

十
四
〜
十
六

（
略
）

十
一
〜
十
三

（
略
）

（
登
録
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

（
登
録
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
七
条

法
第
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下「
添
付
書
類
」と
い
う
。）

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
都

道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

法
第
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下「
添
付
書
類
」と
い
う
。）

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
た
だ
し
書
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、「
指
定

登
録
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省

国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
の
基
準
）

（
状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
の
基
準
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

第
十
一
条

法
第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
、
原
則
と
し
て
、
夜
間
を
除
き
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅
の
敷
地
又
は
当
該
敷
地
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
存
す
る
建
物
に
常
駐
し
、
状
況
把

握
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。

一

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
、
原
則
と
し
て
、
夜
間
を
除
き
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅
の
敷
地
又
は
当
該
敷
地
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
存
す
る
建
物
に
常
駐
し
、
状
況
把

握
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。

イ

医
療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
四
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
、
登
録
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
又
は
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
状
況
把
握
サ
ー

ビ
ス
若
し
く
は
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
（
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
が
提
供
す
る
場
合
に
限

る
。）に
あ
っ
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者

イ

医
療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
四
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
、
登

録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
又
は
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
状
況
把
握

サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
（
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
医
療
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
が
提
供
す
る
場
合

に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



五

入
居
者
の
健
康
状
態
、
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
等
を
い

う
。）そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者

向
け
住
宅
の
敷
地
又
は
当
該
敷
地
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
存
す
る
建
物
に
常
駐
し
な
い
こ

と
と
し
て
も
当
該
入
居
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合（
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
、サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
敷
地
又
は
当
該
敷
地
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
存
す
る
建
物

に
常
駐
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、当
該
入
居
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
、

同
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

イ

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス

及
び
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。

状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
を
、
第
二
号
の
規
定
に
従
い
、
提
供
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
居
者
か
ら
居
住

部
分
へ
の
訪
問
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
方
法
を
当
該
居
住
部
分

へ
の
訪
問
と
す
る
こ
と
。

各
居
住
部
分
に
、
入
居
者
の
心
身
の
状
況
に
関
し
必
要
に
応
じ
て
通
報
す
る
装
置
を
設
置
し
て
状
況

把
握
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。

夜
間
を
除
き
、
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
、
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
。

（
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
及
び
説
明
）

（
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
及
び
説
明
）

第
二
十
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

登
録
事
業
者
が
第
六
条
第
十
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五

第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

三

登
録
事
業
者
が
第
六
条
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
登
録
事
務
の
引
継
ぎ
）

（
登
録
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
及
び
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
行
っ
て
い
る
登
録
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
指
定
登
録
機
関
に
よ
る
登
録
事
務
の
引
継
ぎ
）

（
登
録
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
二
十
八
条

指
定
登
録
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
（
都
道
府
県
知
事
が
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
て
い
る
登
録
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

指
定
登
録
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

別
記
様
式
第
一
号
（
第
四
条
関
係
）

別
記
様
式
第
一
号
（
第
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
記
載
す
る
こ
と
。

１
．
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
23年
厚
生

労
働
省
・
国
土
交
通
省
令
第
２
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
７
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

同
項
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
余
白
に
記
載
す
る

こ
と
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



別 紙 別 紙

１．～５．（略） １．～５．（略）
６．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受
領する金銭

６．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受
領する金銭

（略） （略）

水道光熱費の支
払方法

前払金※の有無 あり なし

前払金※の有無 あり なし

（略）

（略）

誓約事項 （略） 誓約事項 （略）
一 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ～ニ （略）
ホ 入居者の入居後、施行規則


第12条第１項で定める一定の期間が経

過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了
した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、
同条第２項で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払
金を返還することとなる契約であること。

ヘ （略）
二 （略）

一 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ～ニ （略）
ホ 入居者の入居後、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安


定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省・国土交通省令

第２号）


第12条第１項で定める一定の期間が経過する日までの間に
契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、同条第２項で定める
方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することと
なる契約であること。
ヘ （略）
二 （略）

（略） （略）

７．サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等 ７．サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

８．・９．（略） ８．・９．（略）

管理の方法


管理の方式


自ら管理 管理業務を委託 自ら管理 管理業務を委託

（略） （略）

その他計画的な
修繕予定

その他計画的な
修繕予定

登録の更新の申
請の日前一年間
における入居者
の数及び退去者
の数

入居者の数 人

退去者の数 人

※登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数は、法第５条第２項の
登録の更新の申請をする場合に限り記入すること。

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報





10

．保健医療サービスを提供する体制に関する事項 （新設）

※保健医療サービスを提供する場合に限り記入すること。
11

．運営方針 （新設）
別添５のとおり
12

．（略） 10


．（略）

保健医療サービスを提供する体制に関する事
項

～別添 １ 別添 ３ 別添 １ 別添 ３（略） ～ （略）

１．状況把握及び生活相談サービスの内容 １．状況把握及び生活相談サービスの内容

別添 ４ 別添 ４

（略） （略）

日中 時 分 ～ 時 分 人員 人 日中 時 分 ～ 時 分 人員 人

常駐する時間 常駐する時間上記以外
の時間

時 分 ～ 時 分 人員 人 上記以外
の時間

時 分 ～ 時 分 人員 人

（略）

誓約事項

登録申請者は、以下について確認し、該当する場合はチェックボックス
に「レ」マークを入れること。
施行規則第11条第５号の規定により状況把握サービス及び生活相談
サービスを提供する場合にあっては、あらかじめ入居者の承諾を得た
ことを誓約します。

（略）

（略）

緊急通報サービ
スの内容

緊急通報サービ
スの内容

提供時間
常駐する日 時 分 ～ 時 分

通報方法

通 報 先 通報先から住宅までの到着予定時間 分

提供時間
常駐する日 時 分 ～ 時 分

通報方法

通 報 先 通報先から住宅までの到着予定時間 分

上記以外の日  24時間 上記以外の日  24時間

（略）緊急時における
対応の内容

生活相談サービ
スの内容

提供時間 時 分 ～ 時 分

提 供 日  365日対応  その他（ ）令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報





２．食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ） ２．食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

３．～６．（略） ３．～６．（略）

（略） （略）

提供日 365日対応 その他（ ） 提供日 365日対応 その他（ ）

提供方法内容 ３食 入居者が選択 次の食事は提供しない（ ） 内容 ３食 入居者が選択 次の食事は提供しない（ ）

調理等 厨房で調理 配食サービスを利用 その他（ ） 調理等 厨房で調理 配食サービスを利用 その他（ ）

入居者の健康状態に合わせた食事対応 応相談
対応なし

入居者の健康状態に合わせた各居室への配食対応 応相談
対応なし

（略）

（略）

提供方法

別添 ５


運営方針

項目 該当

重要事項を記載した書面のひな形を公開する
はい
いいえ

入居及び退去の条件を書面に記載する
はい
いいえ

入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する
はい
いいえ

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び
担当者の配置を行う

はい
いいえ

やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、
委員会の開催、指針の整備及び研修を行う

はい
いいえ

入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する
はい
いいえ

入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる
はい
いいえ

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する
はい
いいえ

サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅にお
いて提供される福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行するこ
とができる

はい
いいえ

（新設）

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
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号
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入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける
はい
いいえ

地域社会との交流及び連携を図る
はい
いいえ

災害に対応するための仕組みを整備する
はい
いいえ

事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する
はい
いいえ

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する
はい
いいえ

入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者
の家族に連絡する仕組みを整備する

はい
いいえ

入居者間の交流の促進を図る
はい
いいえ

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービス
と、それ以外の者から提供される福祉サービスを明確に区分する

はい
いいえ

入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関す
る情報を、介護支援専門員と共有する仕組みを整備する

はい
いいえ

基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知す
る

はい
いいえ

職員の教育及び研修に関する計画を策定する
はい
いいえ

職員に対して、認知症に関する研修を行う
はい
いいえ

職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する
はい
いいえ

サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な
措置を講じる

はい
いいえ

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 省 令 は 、 令 和 四 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に さ れ た 高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 一 項 の 登 録 （ 同 条 第 二 項 の 登 録 の 更 新 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 申 請 で あ っ て 、 こ の 省 令 の 施 行 の 際 、 登 録 を

す る か ど う か の 処 分 が さ れ て い な い も の に つ い て の こ れ ら の 処 分 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 登 録 申 請 書 の 様 式 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。




